
 

- 1 - 

政策会議付議事案書（令和７年１１月４日） 

提案課名 人事課 

報告者名 遠藤 一成 

事案名 
 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を

改正することについて 

    有 

資料 

    無 

目
的
・
必
要
性 

 附属機関の委員等の報酬額については、一部の職を除き、平成８年度に現在の水準に

改定し、それ以降見直しを行っていません。 

最近の社会経済情勢の変化により、特に令和４年度以降、賃金及び物価は顕著に上昇

しており、また、県内各市の報酬額と比較した場合、本市の一部の職の報酬額は低い水

準となっています。 

このため、附属機関の委員等の報酬額について、他市との均衡等を踏まえ、見直しを

行うものです。 

経
過
・
検
討
結
果 

１ これまでの附属機関の委員等の報酬額（現行7,800円の職）の改定経過 

改定年度 報酬額 

昭和６３年４月１日 ６，３００円 

平成 ２年４月１日 ６，７００円 

平成 ４年４月１日 ７，５００円 

平成 ８年４月１日 ７，８００円 

平成２７年４月１日 一部委員(※) １３，０００円 

(※)のほかは、７，８００円 

 ※情報公開・個人情報保護審査会、公務災害補償等審査会、退職手当審査会の委員 

２ 社会経済情勢等の状況 

(1)  県内各市（指定都市を除く。）の報酬額の平均 主な職 

職 各市平均額 

特別職報酬等審議会、総合計画審議会、都市計画審議

会、防災会議、上下水道審議会など 

９，５５３円 

(2)  近年の消費者物価指数（令和２年＝１００．０） 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

１００．０ ９９．８ １０２．３ １０５．６ １０８．５ 

３ 検討結果 

  県内各市との均衡等を踏まえ、報酬額を引き上げます。 

 

 議題２ 
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決
定
等
を
要
す
る
事
項 

１ 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正し、別表

第１で報酬額７，８００円としている職について、報酬額を９，６００円に改正す

ること（１，８００円増額）。 

２ 施行期日は、令和８年４月１日から施行すること。 

今
後
の
取
扱
い 

 令和７年１１月 市議会第４回定例月会議に条例改正議案を提出 

 令和８年 ４月 改正条例の施行 
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議案第  号  

 

秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正することについて 

 

秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のと

おり改正するものとする。 

 

令和７年１１月  日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

附属機関の委員等について、報酬額を見直すため、改正するものであります。 

資料１ 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正する条例 

 

秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３１年秦野

市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第４項」

を「地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項」に改める。 

別表第１中「７，８００円」を「９，６００円」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

資料２ 
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議案第  号 秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

新 旧 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条の２第５項の規定により次に掲げる者（以下「特別職

に属する者」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支

給方法について定める。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条の２第４項の規定により次に掲げる者（以下「特別職

に属する者」という。）の報酬及び費用弁償の額並びにその支

給方法について定める。 

(1)－(80) （略） (1)－(80) （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

職名 報酬額 

（略） 

選挙管理委員会

の委員 

委員長 同 ４７，０００円 

委員 同 ３３，０００円 

補充員 日額 ９，６００円 

（略） 

固定資産評価審査委員会の委員 日額 ９，６００円 

国民健康保険運営協議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市防災会議の委員 同 ９，６００円 

秦野市地震災害警戒本部の本部員 同 ９，６００円 

秦野市上下水道審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ９，６００円 

 

職名 報酬額 

（略） 

選挙管理委員会

の委員 

委員長 同 ４７，０００円 

委員 同 ３３，０００円 

補充員 日額 ７，８００円 

（略） 

固定資産評価審査委員会の委員 日額 ７，８００円 

国民健康保険運営協議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市防災会議の委員 同 ７，８００円 

秦野市地震災害警戒本部の本部員 同 ７，８００円 

秦野市上下水道審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ７，８００円 

資料３ 
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秦野市特別職報酬等審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市総合計画審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市消防審議会の委員 同 ９，６００円 

（略） 

秦野市都市計画審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ９，６００円 

 

秦野市特別職報酬等審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市総合計画審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市消防審議会の委員 同 ７，８００円 

（略） 

秦野市都市計画審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ７，８００円 

 

秦野市行財政調査会の委員（臨時

委員を含む。） 

同 ９，６００円 

秦野市社会福祉審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市住居表示審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ９，６００円 

土地区画整理審議会の委員 同 ９，６００円 

土地区画整理評価員 同 ９，６００円 

秦野市環境審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市地下水保全審議会の委員 同 ９，６００円 

（略） 

公務災害補償等認定委員会の委員 同 ９，６００円 

（略） 

秦野市行財政調査会の委員（臨時

委員を含む。） 

同 ７，８００円 

秦野市社会福祉審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市住居表示審議会の委員（臨

時委員を含む。） 

同 ７，８００円 

土地区画整理審議会の委員 同 ７，８００円 

土地区画整理評価員 同 ７，８００円 

秦野市環境審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市地下水保全審議会の委員 同 ７，８００円 

（略） 

公務災害補償等認定委員会の委員 同 ７，８００円 

（略） 
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民生委員推薦会の委員 同 ９，６００円 

秦野市ほうらい会館運営審議会の

委員 

同 ９，６００円 

 

民生委員推薦会の委員 同 ７，８００円 

秦野市ほうらい会館運営審議会の

委員 

同 ７，８００円 

 

（略） 

秦野市表彰者審査委員会の委員 日額 ９，６００円 

秦野市市営住宅審議会の委員 同 ９，６００円 

青少年問題協議会の委員 同 ９，６００円 

社会教育委員 同 ９，６００円 

秦野市図書館協議会の委員 同 ９，６００円 
 

（略） 

秦野市表彰者審査委員会の委員 日額 ７，８００円 

秦野市市営住宅審議会の委員 同 ７，８００円 

青少年問題協議会の委員 同 ７，８００円 

社会教育委員 同 ７，８００円 

秦野市図書館協議会の委員 同 ７，８００円 
 

文化財保護委員会の委員 同 ９，６００円 

秦野市スポーツ推進審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市保健福祉センター運営委員

会の委員 

同 ９，６００円 

（略） 

秦野市まちづくり審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市国民保護協議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市国民保護協議会の専門委員 同 ９，６００円 

秦野市国民保護協議会の幹事 同 ９，６００円 

（略） 

秦野市子ども・子育て会議の委員 同 ９，６００円 

秦野市廃棄物対策審議会の委員 同 ９，６００円 

文化財保護委員会の委員 同 ７，８００円 

秦野市スポーツ推進審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市保健福祉センター運営委員

会の委員 

同 ７，８００円 

（略） 

秦野市まちづくり審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市国民保護協議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市国民保護協議会の専門委員 同 ７，８００円 

秦野市国民保護協議会の幹事 同 ７，８００円 

（略） 

秦野市子ども・子育て会議の委員 同 ７，８００円 

秦野市廃棄物対策審議会の委員 同 ７，８００円 
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秦野市情報化推進委員会の委員 同 ９，６００円 

秦野市企画提案型事業審査会の委

員 

同 ９，６００円 

 

秦野市情報化推進委員会の委員 同 ７，８００円 

秦野市企画提案型事業審査会の委

員 

同 ７，８００円 

 

秦野市男女共同参画計画策定委員

会の委員 

同 ９，６００円 

秦野市高齢者保健福祉推進委員会

の委員（臨時委員を含む。） 

同 ９，６００円 

秦野市予防接種健康被害調査委員

会の委員 

同 ９，６００円 

 

秦野市男女共同参画計画策定委員

会の委員 

同 ７，８００円 

秦野市高齢者保健福祉推進委員会

の委員（臨時委員を含む。） 

同 ７，８００円 

秦野市予防接種健康被害調査委員

会の委員 

同 ７，８００円 

 

秦野市食育推進委員会の委員 同 ９，６００円 

秦野市健康増進計画検討委員会の

委員 

同 ９，６００円 

秦野市中野健康センター運営委員

会の委員 

同 ９，６００円 

秦野市公的介護施設等設置・運営

法人選考委員会の委員 

同 ９，６００円 

秦野市森林づくり検討委員会の委

員 

同 ９，６００円 

秦野市都市農業振興計画推進委員

会の委員（臨時委員を含む。） 

同 ９，６００円 

秦野市農政推進委員会の委員 同 ９，６００円 

秦野市食育推進委員会の委員 同 ７，８００円 

秦野市健康増進計画検討委員会の

委員 

同 ７，８００円 

秦野市中野健康センター運営委員

会の委員 

同 ７，８００円 

秦野市公的介護施設等設置・運営

法人選考委員会の委員 

同 ７，８００円 

秦野市森林づくり検討委員会の委

員 

同 ７，８００円 

秦野市都市農業振興計画推進委員

会の委員（臨時委員を含む。） 

同 ７，８００円 

秦野市農政推進委員会の委員 同 ７，８００円 
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秦野市商店街空き店舗活用事業補

助金審査会の委員 

同 ９，６００円 

秦野市障害者支援委員会の委員 同 ９，６００円 
 

秦野市商店街空き店舗活用事業補

助金審査会の委員 

同 ７，８００円 

秦野市障害者支援委員会の委員 同 ７，８００円 
 

（略） 

秦野市空家等対策審議会の委員 同 ９，６００円 

秦野市教育・保育施設設置運営法

人選定委員会の委員 

同 ９，６００円 

（略） 

秦野市農業委員会委員選考委員会

の委員 

日額 ９，６００円 

 

（略） 

秦野市空家等対策審議会の委員 同 ７，８００円 

秦野市教育・保育施設設置運営法

人選定委員会の委員 

同 ７，８００円 

（略） 

秦野市農業委員会委員選考委員会

の委員 

日額 ７，８００円 

 

秦野市自殺対策推進委員会の委員 同 ９，６００円 

秦野市指定管理者選定評価委員会

の委員 

同 ９，６００円 

（略） 

秦野市学校給食運営審議会の委員 日額 ９，６００円 

秦野市にぎわいのあるまちづくり

審議会の委員 

日額 ９，６００円 

（略） 
 

秦野市自殺対策推進委員会の委員 同 ７，８００円 

秦野市指定管理者選定評価委員会

の委員 

同 ７，８００円 

（略） 

秦野市学校給食運営審議会の委員 日額 ７，８００円 

秦野市にぎわいのあるまちづくり

審議会の委員 

日額 ７，８００円 

（略） 
 

  

備考 備考 

１ （略） １ （略） 

２ この表秦野市情報公開・個人情報保護審査会の委員の項 ２ この表秦野市情報公開・個人情報保護審査会の委員の項
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の規定にかかわらず、秦野市情報公開・個人情報保護審査

会が情報公開請求に対する非公開決定、個人情報開示請求

に対する非開示決定その他の処分に係る審査請求以外の案

件を審議する場合における同審査会の委員の報酬額は、日

額９，６００円とする。 

の規定にかかわらず、秦野市情報公開・個人情報保護審査

会が情報公開請求に対する非公開決定、個人情報開示請求

に対する非開示決定その他の処分に係る審査請求以外の案

件を審議する場合における同審査会の委員の報酬額は、日

額７，８００円とする。 

３ （略） ３ （略） 

４ この表秦野市災害弔慰金等支給審査委員会の委員の項の

規定にかかわらず、秦野市災害弔慰金等支給審査委員会が

死亡又は障害と災害との因果関係の判断に係る審査以外の

案件を調査審議する場合における同審査委員会の委員の報

酬額は、日額９，６００円とする。 

４ この表秦野市災害弔慰金等支給審査委員会の委員の項

の規定にかかわらず、秦野市災害弔慰金等支給審査委員会

が死亡又は障害と災害との因果関係の判断に係る審査以外

の案件を調査審議する場合における同審査委員会の委員の

報酬額は、日額７，８００円とする。 

  

  

附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
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議案第  号資料 

 

秦野市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部 

を改正することについて 

 

１ これまでの附属機関の委員等の報酬額（現行７,８００円の職）の改定経過 

改定年月日 報酬額 

昭和６３年４月１日 ６，３００円 

平成 ２年４月１日 ６，７００円 

平成 ４年４月１日 ７，５００円 

平成 ８年４月１日 ７，８００円 

平成２７年４月１日 一部委員(※) １３，０００円 

(※)のほかは、 ７，８００円 

※ 情報公開・個人情報保護審査会、公務災害補償等審査会、退職手当審

査会の委員 

 

２ 社会経済情勢等の状況 

(1)  県内各市（指定都市を除く。）の報酬額の平均 主な職 
 

  職 各市平均額 

特別職報酬等審議会、総合計画審議会、都市計画

審議会、防災会議、上下水道審議会など 

９，５５３円 

 

(2)  近年の消費者物価指数（令和２年＝１００．０） 

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

１００．０ ９９．８ １０２．３ １０５．６ １０８．５ 

 

３ 報酬額の改定内容 

(1)  改定内容 

  報酬額７，８００円としている職について、報酬額を９，６００円に引

き上げます。 

 (2)  施行日 

   令和８年４月１日 

資料４ 
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